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議案第９０号 

 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年１１月２６日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年渋谷区条例第

２９号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

第１７条の２第２項中「１００分の１１７．５」を「１００分の１２０」に改め

る。 

第３３条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

第３３条の２第２項中「１００分の１１７．５」を「１００分の１２０」に改め

る。 

第２条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第１７条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改

める。 

第１７条の２第２項中「１００分の１２０」を「１００分の１１８．７５」に改

める。 

第３３条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改

める。 

第３３条の２第２項中「１００分の１２０」を「１００分の１１８．７５」に改

める。 
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別表備考第２項中「第２７条第１０項」を「第２７条第１１項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日

から施行する。 

 

 

（説明） 

会計年度任用職員の期末手当等の支給月数の改定等を行うため、条例の一部を改正

する必要があるので、この案を提出する。 

 


